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この手引きは、東大阪市における宅地造成及び特定盛土等規制法（以下法という。）に基づく許可対象工

事に関する取り扱いを示したものです。具体例における許可要否の判断については、個別に開発指導課ま

でお問合せください。 
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□許可が必要な工事 

宅地造成及び特定盛土等規制法（以下法という。）第 12 条第 1 項に基づき、宅地造成等工事規制区域内

（東大阪市全域）においては、宅地造成等に関する工事に着手する前に、市長の許可を受けなければならない。

許可を受けなければならない工事は以下の①～⑦の通り。なお、⑤においては盛土又は切土をする前後の地

盤面の標高の差が、３０cmを超えないものは除き、⑦においては土石の堆積を行う土地の地盤面の標高と堆

積した土石の表面の標高との差が３０ｃｍを超えないものは除く。 

 

 

※本法における「土石」とは、土砂若しくは岩石又はこれらの混合物を指すものとする。 

（１）土砂 

「土石」のうち「土砂」とは、次のアからオまでのいずれかに該当するものをいう。 

ア 地盤を構成する材料のうち、粒径７５ｍｍ未満の礫、砂、シルト及び粘土（以下「土」という。） 

イ 地盤を構成する材料のうち、粒径７５ｍｍ以上のもの（以下「石」という。）を破砕すること等に

より土と同等の性状にしたもの 

ウ 地盤を構成する材料のうち、土に植物遺骸等が分解されること等により生じた有機物が混入したも

の 

エ 土にセメント、石灰若しくはこれを主材とした改良材、吸水効果を有する有機材料又は無機材料等

の土質性状を改良する材料その他の性状改良材を混合等したもの 

オ 建設廃棄物等の建設副産物（資源の有効な利用の促進に関する法律第２条第２項に規定する副産物

のうち建設工事に伴うもの）を土と同等の性状にしたもの 

（２）岩石  

「土石」のうち「岩石」とは、石のほか、建設副産物を石と同等の性状にしたものをいう。 
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□許可が不要な工事 

宅地造成等工事規制区域内で宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、あらか

じめ市長の許可を受ける必要があるが、次に掲げる工事については許可を要しない。ただし、許可を要

しない工事であっても、規制対象の場合には、土地所有者等に対して土地の保全努力義務が課せられ、

危険な場合には改善命令等の対象となることがある。 

 

１．土地の形質の変更とはみなさない工事 

法で規定されている「宅地造成」又は「特定盛土等」については、法第２条第２号及び第３号で規定

されているが、次の（１）から（６）に掲げる行為については、同号各号に規定する土地の形質の変更

とはみなさない。 

 

（１）建築物の建築自体と不可分一体の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削等の行為 

例：建築工事と一体の工事と認められる掘削工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地中埋設物（建築物の基礎等）の撤去のための床堀及び埋戻し 

 

 

 

 

 

 

 

  

現況地盤面 

現況＝計画地盤面 

現況＝計画地盤面 

建築工事と一体の工事と

判断できる掘削範囲 

建築物の解体に伴う掘削及び埋戻し 
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（３）既存擁壁を同位置で造り替える行為（擁壁の勾配が変更になる場合を含む） 

ただし、撤去する擁壁の地上高さが２ｍを超える場合は法第２１条第３項に基づく届出が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）建築基準法第４２条第２項に該当する道路に接する敷地で後退が必要な場合など、法令に基づく

道路後退により既存擁壁を造り替える行為（擁壁の勾配が変更になる場合を含む） 

 ただし、撤去する擁壁の地上高さが２ｍを超える場合は法第２１条第３項に基づく届出が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現況 計画 

現況 計画 

道路 

２ｍ 

道路 

２ｍ 
道
路
中
心
線 

道
路
中
心
線 

現況＝計画地盤面 

現況＝計画地盤面 

※地盤面の高さに変更がない場合に限る 

※地盤面の高さに変更がない場合に限る 

現況＝計画地盤面 
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（５）四方の土地より低い窪地を四方の高さに合わせて嵩上げを行い平坦にする場合（例１）や、この

平坦な面を基準として、工事完了後の盛土の高さや面積が規制対象規模を超えない場合（例２） 

ただし、貯水池や調整池等の池を埋め立てるといった際には、異なる取り扱いとなるため個別に協議

すること。 

例１：田（四方の土地より低い）を四方の土地で最も低い土地の高さに合わせて嵩上げする場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

例２：窪地（四方の土地より低い）を四方の高さに合わせて嵩上げを行って平坦にした面（基準面）

を基準として、工事完了後の盛土の高さｈや面積が規制対象規模を超えない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

※規制対象規模とは、盛土で高さが１ｍ超の崖を生じるもの、高さｈが２ｍを超える盛土、又は高さｈ

が３０㎝を超える部分の面積が５００㎡超となるものを指す。 

 

 

（６）自然災害により被災した土地を盛土等により被災前の地形に原状回復する行為 

道
路 

盛土 

平面 断面 

道
路 

盛土 

基準面＝四方の土地で 

最も低い土地の高さ 

ｈ：基準面を基準とした 

工事完了後の盛土の高さ 

基準面 

道路 

隣地 

隣地 

隣
地 

隣地 

現況地盤面 

隣地 

隣地 

隣
地 

現況地盤面 

ｈ 

平面 断面 

隣地 
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２．道路等の公共施設用地で行う工事 

公共施設用地とは以下の通り。（法第２条第１項第１号、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（以

下政令という。）第２条、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則（以下省令という。）第１条各項） 

・道路、公園、河川 

・砂防施設、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保

安施設、鉄道、軌道、索道、無軌条電車の用に供する施設、雨水貯留浸透施設、農業用ため池、防衛施

設周辺の生活環境の整備等に関する法律第２条第２項に規定する防衛施設 

・国又は地方公共団体が管理する学校、運動場、緑地、広場、墓地、廃棄物処理施設、水道、下水道、

営農飲雑用水施設、水産飲雑用水施設、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林地荒廃防止施設、急

傾斜地崩壊防止施設 

 

 

３．災害の発生するおそれがないと認められる工事 

災害の発生するおそれがないと認められる工事は以下の通り。（法第１２条第１項ただし書き、政令

第５条第１項各号、省令第８条第１項各号） 

・鉱山保安法第１３条第１項の規定による届出をした者が行う当該届出に係る工事又は同法第３６条、

第３７条、第３９条第１項若しくは第４８条第１項若しくは第２項の規定による産業保安監督部長若し

くは鉱務監督官の命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る工事 

・鉱業法第６３条第１項の規定による届出をし、又は同条第２項（同法第８７条において準用する場合

を含む。）若しくは同法第６３条の２第１項若しくは第２項の規定による認可を受けた者（同法第６３

条の３の規定により同法第６３条の２第１項又は第２項の規定により施業案の認可を受けたとみなさ

れた者を含む。）が行う当該届出又は認可に係る施業案の実施に係る工事 

・採石法第３３条若しくは第３３条の５第１項の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る工

事又は同法第３３条の１３若しくは第３３条の１７の規定による命令を受けた者が行う当該命令の実

施に係る工事 

・砂利採取法第１６条若しくは第２０条第１項の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る工

事又は同法第２３条の規定による都道府県知事若しくは河川管理者の命令を受けた者が行う当該命令

の実施に係る工事 

・土地改良法第２条第２項に規定する土地改良事業、同法第１５条第２項に規定する事業又は土地改良

事業に準ずる事業に係る工事 

・火薬類取締法第３条若しくは第１０条第１項の許可を受け、若しくは同条第２項の規定による届出を

した者が行う火薬類の製造施設の設置に係る工事、同法第１２条第１項の許可を受け、若しくは同条第

２項の規定による届出をした者が行う当該許可若しくは届出に係る工事又は同法第２７条第１項の許

可を受けた者が行う当該許可に係る工事 

・家畜伝染病予防法第２１条第１項若しくは第４項（同法第４６条第１項の規定により読み替えて適用

する場合を含む。）の規定による家畜の死体の埋却に係る工事又は同法第２３条第１項若しくは第３項

（同法第４６条第１項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定による家畜伝染病の病原

体により汚染し、若しくは汚染したおそれがある物品の埋却に係る工事 
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・廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第６項若しくは第１４条第６項の許可を受けた者若しく

は市町村の委託（非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。）を受けて一般廃

棄物の処分を業として行う者が行う当該許可若しくは委託に係る工事又は同法第８条第１項、第９条第

１項、第１５条第１項若しくは第１５条の２の６第１項の許可を受けた者が行う当該許可に係る工事 

・土壌汚染対策法第１６条第１項の規定による届出をした者が行う当該届出に係る工事又は同法第２

２条第１項若しくは第２３条第１項の許可を受けた者が行う当該許可に係る工事 

・平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出さ

れた放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第１５条若しくは第１９条の規定によ

る廃棄物の保管若しくは処分、第１７条第２項（同法第１８条第５項において準用する場合を含む。）

の規定による廃棄物の保管、同法第３０条第１項若しくは第３８条第１項の規定による除去土壌の保管

若しくは処分又は同法第３１条第１項若しくは第３９条第１項の規定による除去土壌等の保管に係る

工事 

・森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事 

・国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人が非常災害のために必要な応急措置として行う工事 

イ 地方住宅供給公社 

ロ 土地開発公社 

ハ 日本下水道事業団 

ニ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

ホ 独立行政法人水資源機構 

ヘ 独立行政法人都市再生機構 

・宅地造成又は特定盛土等（政令第三条第五号の盛土又は切土に限る。）に関する工事のうち、高さが

２メートル以下であつて、盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が３０センチメートルを超えな

い盛土又は切土をするもの 

・次に掲げる土石の堆積に関する工事 

イ 政令第４条第１号の土石の堆積であつて、土石の堆積を行う土地の面積が３００平方メートルを超

えないもの 

ロ 政令第４条第２号の土石の堆積であつて、土石の堆積を行う土地の地盤面の標高と堆積した土石の

表面の標高との差が３０センチメートルを超えないもの 

ハ 工事の施行に付随して行われる土石の堆積（注１）であつて、当該工事に使用する土石又は当該工

事で発生した土石を当該工事の現場（注２）又はその付近（注３）に堆積するもの（注４） 

注１：「工事の施行に付随して行われる土石の堆積」とは、主となる本体工事があった上で、当該工事に使用す

る土石や当該工事から発生した土石を当該工事現場やその付近に一時的に堆積する場合の土石の堆積で、

本体工事に係る主任技術者（建設業法第２６条第１項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。）等が本体工

事の管理と併せて一体的に管理するものを指す。 

注２：「工事の現場」とは、工事が行われている土地を指す。なお、請負契約を伴う工事にあっては、請負契約

図書、工事施工計画書その他の書類に工事の現場として位置付けられた土地（本体の工事が行われている

土地から離れた土地を含む。）は、工事の現場として取り扱う。 

注３：「工事の現場の付近」とは、本体工事に係る主任技術者等が本体の工事現場と一体的な安全管理が可
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能な範囲として、容易に状況を把握し到達できる工事現場の隣地や隣地に類する土地が該当する。 

注４：工事の現場の付近における土石の堆積や、やむを得ず本体工事期間後も継続する土石の堆積について

は、許可不要となる条件に合致することを客観的に確認できる必要があることから、本体工事現場の管理者

等は、管理体制等を記した看板の掲示を行うこと。 

 

 

４．みなし許可となる工事 

みなし許可となる工事は以下の通り。（法第１５条各項に基づき許可があったもの（受けたもの）とみなす工

事） 

・国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が行う宅地造成等に関する工事について、許可権者との協議が

成立した工事 

・都市計画法第２９条第１項の許可を受けて行われる工事 

 

 

５．その他法の対象外となる行為 

・農地及び採草放牧地において行われる通常の営農行為（注５）（通常の生産活動並びにほ場管理のための

耕起、代かき、整地、畝立、けい畔の新設、補修及び除去、表土の補充であってその前後の土地の地盤面の

標高差が３０ｃｍを超えないもの） 

注５：営農行為の範疇に含まれるか否かについては、農業委員会事務局と協議すること。 

・試験、検査等のための試料の堆積 

・屋根及び壁で囲まれた空間その他の閉鎖された場所における土石の堆積 

・岩石のみを堆積する土石の堆積であって勾配が３０度以下のもの 

・主として土石に該当しない商品又は製品を製造する工場等の敷地内において堆積された、商品又は製品の

原材料となる土石の堆積 

 なお、主たる商品又は製品が土石に該当する土質改良プラント等の工場等については、敷地内において商

品又は製品の原材料となる土石を堆積する場合や、商品又は製品である土石を堆積する場合のいずれにつ

いても、規制対象となる。 
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□届出が必要な工事 

（１）法第２１条第１項に基づく届出 

宅地造成等工事規制区域指定の際、その区域内において宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する

工事を施行しているときは、指定の日から 21 日以内に市長に届け出なければならない。 

 

（２）法第２１条第３項に基づく届出 

宅地造成等工事規制区域において次の工事を施行するときは、着工する日の 14日前までに市長に届け出 

なければならない。 

・ 高さが 2 メートルを超える擁壁若しくは崖面崩壊防止施設の全部又は一部の除却 

・ 地表水等を排除するための排水施設又は地滑り防止ぐい等の全部又は一部の除却 

 

（３）法第２１条第４項に基づく届出 

宅地造成等工事規制区域内において公共施設用地を宅地又は農地等に転用したときは、14 日以内に市

長に届け出なければならない。  


